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1. 湯谷温泉街活性化構想策定の背景 

湯谷温泉は1300年前の歴史を誇り、その当初の源泉「鳳液泉（ほうえきせん）」、その後

の湯井戸の掘削により、現在は7号泉を湯元として、宇連川の両岸に7軒の旅館等が建ち並ぶ

温泉街である。 

 

湯谷温泉街は、バブル前の往時には、団体旅行による来客数の増加期があった。しかし、

団体から個人へと旅行需要の変化や、バブル崩壊以降の旅館の閉鎖等衰退が進んでおり、観

光客は減少の一途をたどっている。 

また、旅館等に対して温泉を供給している加温配湯施設や、鳳来ゆ～ゆ～ありいなの老朽

化は深刻であり、その役割や位置づけの見直しも含め、抜本的な改革が必要な時期に来てい

る。特に加温配湯施設のうち、配湯管については老朽化が著しく、これ以上の負荷をかける

ことは、すぐ先の未来において、施設破損による温泉供給の停止に追い込まれる危険性をは

らんでいる。 

今後も湯谷温泉を継続的に維持していくためには、これら施設の在り方についても検討す

る必要がある。 

 

このような状況を踏まえ、湯谷温泉街に再び賑わいを取り戻し、持続可能な発展を目指す

まちづくりの方向性について定める「湯谷温泉街活性化構想（以下、「基本構想」とい

う。）」の策定が必要とされている。 
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2. 現況整理 

2.1 現況把握 

2.1.1 湯谷温泉街の現状 

湯谷温泉街、鳳来地区における現状は以下のとおりである。 
 

【湯谷温泉街概要】 

内容 数値等 備考 

地区人口 370 人 
湯谷地区、橋平地区、能登瀬地区 

（※住民基本台帳 令和 8 年 2 月） 
世帯数 158 世帯 

高齢化率 約 45% 

温泉旅館数 7 軒 
旅館事業者 A、旅館事業者 B、旅館事業者 C、旅館事業

者 D の 4事業者 

交通アクセス ― 
JR 東海 飯田線 湯谷温泉駅（JR新城駅より約 30 分） 

新東名高速道路 新城 IC より車で 15 分 

 

2.1.2 関連計画の整理 

新城市の観光や湯谷温泉街に関する上位計画や関連計画の整理を行った。 

本構想との関係は下図のとおりである。 

(1) 第 2次新城市総合計画 
第2次新城市総合計画における、観光に関連する記載は以下のとおりである。 

出典:「第 2 次新城市総合計画」令和 5 年 3 月 
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(2) 第 2次新城市都市計画マスタープラン 
新城市都市計画マスタープランは、新城市の都市構造の将来ビジョンやその実現に向けた

土地利用をはじめとする都市づくりの方針を明らかにし、本市の都市計画に関する総合的な

指針である。 

 

 

■観光・交流の方針 

 
出典:「第2次新城市都市計画マスタープラン」令和7年1月 
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(3) 鳳来東部地域計画 
湯谷温泉街が位置する鳳来東部地域計画にて掲げるまちづくりの基本方針は以下のとおり

である。 

出典:「鳳来東部地域計画」平成 31年 3 月 

 

(4) 第 2次新城市観光基本計画 
第2次新城市観光基本計画における、鳳来ゆ～ゆ～ありいな、加温配湯施設に関する記載は

以下のとおりである。 

 
出典:「第 2 次新城市観光基本計画」令和 3 年 4 月 
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2.1.3 法規制 

(1) 該当する法規制等 
計画対象地は、都市計画区域外であり、天竜奥三河国定公園内に位置している。 

また、土砂災害や河川浸水洪水等の想定区域に指定されている。その他、愛知県建築基準

条例（がけ条例）の対象区域である。 

 

 
出典：マップあいち 愛知県自然公園情報マップ 

出典：鳳来地区 洪水・土砂災害ハザードマップ 

 

湯谷温泉街 

湯谷温泉街 
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(2) 自然公園法 
自然公園は、地域の自然環境を守る観点から、特別地域（特別保護地区、第1種特別地域、

第2種特別地域、第3種特別地域）、普通地域に区分され、地域ごとに規制を受ける行為が定

められている。 

天竜奥三河国定公園の区域内である当該地域は、第2種特別地域に指定されている。よっ

て、以下の赤囲みの行為を伴う場合は、愛知県環境保全課への許可申請が必要となる。 

 

【自然公園法による当該地域の主な基準内容】 

 
出典：愛知県 自然公園内の行為規制のあらまし 
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また、建築物の新築、改築、増築においても規制がされており、その内容について以下に

添付する。これらの規制は、自然や景観を守る上で重要ではあるが、地元住民の住環境改善

や、老朽化した旅館の建て替え、新たな観光投資を著しく困難にしている要因の一つである。 

 

（建築物の新・改・増築） 

規制項目 主な基準内容 

建ぺい率・容積率 

（敷地面積 500 ㎡未満）    ：建ぺい率: 10%以下、容積率: 20%以下 

（敷地面積 500～1,000 ㎡未満）：建ぺい率: 15%以下、容積率: 30%以下 

（敷地面積 1,000 ㎡以上）   ：建ぺい率: 20%以下、容積率: 40%以下 

建築面積 2,000 ㎡以下であること 

建物の後退距離 
● 公園事業道路等から 20m 以上  ● その他の道路から 5m 以上 

● 敷地境界線から 5m 以上 

建物の高さ 13m 以下 

形態・色彩 周囲の風致景観と調和すること（勾配屋根、自然な色合い等） 

土地の形質変更 大規模な切り土・盛り土の禁止、勾配 30%超の土地での開発不可 

 

(3) 愛知県建築基準条例（がけ条例） 
湯谷温泉街の旅館事業者を含む宇連川沿いに立地している旅館、民家は、河岸段丘上に立

地しており、愛知県建築基準条例第8条（通称：がけ条例）の適用対象となっている土地が

多数存在する。建築物の新築、改築、増築においては、条例を踏まえた計画の立案、施工が

必要となる。 

 

（条例の概要） 

● 目的:高さ2mを超える「がけ」の崩壊から建築物と人命を守る。 

● 主な制限:原則として、高さがHメートルのがけの下に建築物を建てる場合、がけの下 

端から水平距離でHの2倍（2H）以上離さなければならない。 

（例：高さ5mのがけの場合、10m以上離す必要がある） 

【条例の概要】 
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2.1.4 観光ニーズの変化 

近年、観光を取り巻く社会環境の変化や旅行者の価値観の多様化により、観光ニーズは大

きく変化している。従来の団体旅行を中心とした観光から、個人や少人数による旅行へと移

行し、地域の自然や文化、食などを楽しむ体験型・滞在型の観光への関心が高まっている。 

 

また、温泉地においても、温泉旅館での宿泊だけでなく、周辺のまち歩きや地域資源を組

み合わせた滞在の魅力づくりが求められており、地域全体で来訪者を受け入れる環境づくり

が重要となっている。 

 

【観光ニーズの変化】 
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2.2 課題の整理 

前節までに整理した現況や調査結果を踏まえ、湯谷温泉街および鳳来地区を取り巻く現状

と課題を整理した。これらの内容を相互の関係性も含めて整理したものを、課題整理図とし

て以下に示す。 

 

【課題整理図】 
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2.3 施設の在り方の整理 

2.3.1 湯谷温泉における温泉関連公共施設 

湯谷温泉街には以下の公共施設が存在する。 

① 鳳来ゆ～ゆ～ありいな 

② 湯井戸、汲み上げ施設 

③ 加温施設 

④ 配湯施設 

⑤ 湯谷温泉 鳳液泉の足湯 

⑥ 湯谷温泉街駐車場 

当該業務においては、「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」「加温施設」「配湯施設」について、今

後の在り方を検討している。 

 

2.3.2 今後の在り方 

「8.施設の在り方の整理・検討」で検討した各施設の今後の在り方を以下に示す。 

 

施設名称 今後の在り方 必要な施策 備考 

鳳来ゆ～ゆ～

ありいな 

市民サービス施設としての維持 

観光客誘致施設としての魅力増 

適正な施設規模への転換 

適正規模への検討 

廃止施設の検討 

更新計画の立案 

施設更新への投資 

 

加温施設 
継続維持 

随時更新 

更新施設の検討 

更新計画の立案 

全機器木質バイ

オマスボイラー

転換含む 

配湯施設 
継続維持 

早期更新 

更新計画の立案 

配湯管更新の推進 
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3. 事業者等ヒアリング調査 

湯谷温泉街周辺事業者の現状を把握するため、また活性化に向けた人材発掘のためのヒア

リング調査を実施した。 

 

3.1 ヒアリング調査概要 

調査対象事業者や調査期間等、ヒアリング調査の概要は以下のとおりである。 

 

調査期間 令和7年7月22日（火）～令和7年9月17日（水） 

調査回数 全11回 

ヒアリング 

対象者 

温泉旅館事業者 4社 

飲食事業者 3社 

林業関連事業者 2社 

区長 2名 

地域おこし協力隊 1名 

湯谷温泉街への参入検討事業者 1社 

主なヒアリング

内容 

1. 事業について 

2. 湯谷温泉街について 

3. 鳳来および市の観光について 

4. 基本構想について 
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3.2 ヒアリング調査結果 

ヒアリング調査の結果は下表のとおりである。なお、個人情報保護の観点から、対象

者の個人が特定される情報は省略している。 

 

【湯谷温泉街について】 

（過去の温泉街） 

・ピーク時の13事業者13軒から4事業者8軒まで減少している。 

・以前はラーメン屋やスナック、床屋等、飲食店を始めとしたサービス業の店舗が12軒ほどあった。 

・夜に下駄の音が聞こえるほど、まちを歩く客で賑わっていた。 

・かつて湯谷温泉駅前は、芝生広場となっており、地域の農家による市場などが行われていた。 

・20～30年前は、会社の慰安旅行、研修旅行としての利用が多かった。 

・かつては1泊2～3千円のバンガローやロッジが多く存在したが、現在はほとんど残っていない。 

・以前、一部旅館にてトンビの餌付け体験を行っていた。 

（温泉旅館の現状） 

・インバウンドは全体の1割ほどであり、比較的欧米人が多い。 

・夏や紅葉シーズン、特に11月が集客のピーク。平日やオフシーズンは波があるが、週末が多い。 

・名古屋圏からの観光客が最も多く、浜松など他地域からも一定数来訪している。 

・湯谷温泉発展会の活動頻度については、定期開催はなく、2月の花祭り前などに集まる程度。 

・現在のリピーター層が高齢化しており、将来的な顧客の創出が見えていない。また、旅館の従業員

も団塊世代が引退し、ネパールやベトナムなど外国人労働力に頼っている状況にある。 

・事業者の多くが日々の運営に追われ、将来の展望や地域活性化に対する意識が及んでいない。 

・廃業となった湯谷観光ホテル泉山閣について、中国人による買収リスクや、それに伴う地域文化の

保護意識がある。 

（地域資源） 

・宇連川沿いにささやきの小径と呼ばれる遊歩道が存在する。 

・望月街道から宇連川を見えるようにするだけで、景観の印象がかなり変わる。 

・駅前広場はJRの所有であるため、場所を借りると売上の数％をJRに納める必要がある。 

・地域内で飲食店などを新たに開業したくても、利用可能な物件が不足していることが最大の障壁。 

・旅館に遮られているため、宇連川の景色が見えにくい。 

・飲食店不足や看板・道の整備が課題。 

（鳳来ゆ～ゆ～ありいな、加温配湯施設） 

・梅の湯のリニューアルによる、鳳来ゆ～ゆ～ありいなの利用客数への影響を危惧している。 

・2018年より木質バイオマスボイラーの運用を開始。 

（法規制等） 

・平成10年頃から自然公園法の規制により、原則敷地の10％以下の建築・増築しかできなくなった。 

・がけ条例のほか、国定公園法による道路からの建築制限（20ｍ）、建ぺい率10％、伐採制限といっ

た厳しい法規制が新規参入や既存事業者にとって大きな障壁となっている。 

・地域の活性化には、行政、特に県レベルでの協力が不可欠。特に、老朽化した旅館の建て替えや新

規事業者の参入を促進するため、建築に関する規制緩和が強く求められている。 

（近年の新たな取組等） 

・人手不足解消と料理の質向上のため、各旅館が分担して作った前菜を共有する仕組みや、セントラ

ルキッチンの導入を過去に提案。 

・各旅館が外で楽しめる場を提供する「一人一店舗」の提案や、地酒・お茶を無料で提供するチケッ

トを配布し、浴衣で歩く客を増やす試みを実施していた。 
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【鳳来および市の観光について】 

（鳳来寺） 

・鳳来寺のような地域資源が愛知県内では知られているものの、県外での認知度が低いことが課題。 

・鳳来寺は真言宗であり、薬として湯谷温泉が機能。歴史的にも観光においても密接な関係がある。 

・鳳来寺発展会が存在し、かつては湯谷温泉発展会と交互で年始に田楽を行っていた。 

（自然、水） 

・水温の上昇や水質悪化により、以前と比較して鮎が釣れなくなった。 

・川遊びや山の魅力、紅葉の時期の美しさなど、地域の多様な魅力を発信する必要性。 

・大島ダムができてから宇連川に流れる泡が増えた。 

（その他） 

・案内看板の重要性や駐車場の整備不足、観光施設の入り口の分かりにくさなど、観光地のアクセス

や受け入れ体制が課題。 

・SNSの発信とともに、駐車場不足や回遊性の低さを解消する必要がある。 

・電車で来た観光客の二次交通手段がないことが課題。 

・外国人観光客は、湯谷に「自然」「文化」「歴史」を求めて訪れている。 

・2015年より奥三河トレイルランが開催されており、ゴール地点が湯谷温泉大駐車場となっている。 

・奥三河観光において、近隣の蒲郡や伊良湖との差別化・ブランド化が課題。 

【基本構想について】 

・「歩いても面白みがないまち」ではなく「旅館から少し外を散歩したくなるようなまち」にした

い。 

・移住者は大歓迎であり、移住者が温泉街で新たに商売を始めることが望ましい。 

・行政の役割を明確にして、官民協働で動くべきである。 

・「温泉むすめ」というキャラクターを地域活性化策として導入する案。 

・地域活性化を目指す上で大義名分を掲げることも重要であるが、経済を回すこと、関係者同士の

Win-Winな関係構築が重要。 
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4. 市民アンケート調査 

本構想を検討するにあたり、アンケート調査を実施した。調査期間や調査方法等、アンケ

ート調査の概要は以下のとおりである。 

当アンケート調査ではアンケート説明文および調査票を「湯谷地区」「橋平地区」「能登

瀬地区」の各世帯に郵送し、返送もしくはWEBでの回答形式とした。 

 

【湯谷温泉街活性化に向けたアンケート調査の概要】 

調査期間 令和7年10月24日（金）～令和7年11月7日（金） 

調査方法 アンケート用紙による回答、Web回答方式 

調査内容 

問1～2：回答者属性 

問3～4：湯谷温泉街の現状について 

問5～7：地域との関わり方について 

問8：鳳来・奥三河が抱える課題について 

自由記述：湯谷温泉街への思いについて 

 

次頁以降にアンケート説明文、調査票を添付する。 
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〜皆様のご意見をお聞かせください〜 
湯谷温泉街に関するアンケート調査のお願い 

期間 10.24(金）〜 11.7(金) 
 

皆様におかれましては、日頃より市政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

新城市では現在、「（仮）湯谷温泉街活性化構想」の策定に向けた取組を進めています。 

そこで、本構想を検討するにあたり、下記の内容についてお伺いしたいと考えております。 

・湯谷温泉街の現状について 

・地域との関わり方について 

・湯谷温泉街への思いについて 

 

皆さまから寄せられたご意見は、今後の構想づくりを進める上での大切な基礎資料として活

用させていただきます。 

ご協力いただいた内容は統計的に整理し、個人が特定されることはありません。 

 紙のアンケートのほか、QR コードからもご回答いただけます。 

ぜひ、この機会に湯谷のこれからについて、皆さまの率直な思いをお聞かせください。 

新城市観光課 

 

本アンケートでは、ＱＲコードを使用したＷｅｂによる回答方法と紙面による回答方法の２

種類を用意しています。手軽に回答でき、回答用紙の返送の手間がないＷｅｂによる回答方法

をおすすめします。 
 

 
 

 
 

 

  

【お問い合わせ先】 
新城市役所産業振興部観光課 （担当:斎藤・村松）TEL:0536-23-7613 

調査実施業者：早川都市計画株式会社 （担当:稲垣・森腰） TEL: 0565-85-0381 

 

【Ｗｅｂによる回答方法】（回答時間:約５分） 
・スマートフォンやタブレットのカメラアプリを開いて、ＱＲ

コードを映してください。 

・画面に表示される通知（ＵＲＬ）をタップすると、回答ペー

ジにアクセスできます。 

・各設問に全てご回答いただき、送信ボタンを押してくださ

い。 

【紙面による回答方法】 
・回答にあてはまる番号を〇で囲んでください。 

・答えが「その他」の場合には、番号を〇で囲み（ ）に具体的な内容を記入してください。 

・別紙「アンケート調査票」を返信用封筒に入れて、切手を貼らずにご投函ください。 

令和７年１１月７日(金)までにご回答をお願いいたします。 

アンケート回答方法のお願い 
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湯谷温泉街に関するアンケート調査票 

 

問１ あなたの年齢を教えてください。 

１．１０歳代    ２．２０歳代    ３．３０歳代    ４．４０歳代 

５．５０歳代    ６．６０歳代    ７．７０歳代    ８．８０歳代以上 

 

問２ お住まいの地域を教えてください。 

１．湯谷地区    ２．橋平地区    ３．能登瀬地区 

 

 

問３ 現在の湯谷温泉街について、良いと思うところを教えて下さい（複数回答可） 

１．宇連川の景色     ２．四季折々の豊かな自然    ３．静かさや落ち着き 

４．温泉の質       ５．地域の歴史文化       ６．宿のおもてなし 

７．地域イベントや行事  ８．地域内の交流が活発 

９．その他（                                   ） 

 

問４ 湯谷温泉街が抱える課題について当てはまると思うものを教えて下さい。（複数回答可） 

１．飲食店が少ない    ２．観光資源が少ない      ３．温泉街の発信力     

４．交通の不便さ     ５．空き家や空き店舗、空き地  ６．街並みの統一感や見栄

え 

７．その他（                                   ） 

 

問５ 湯谷温泉街が元気になるために、あなたはどのような形なら関わってもよいと思います

か？ 

１．地域の中心となって活動したい 

２．地域の活動・イベントの補助や意見・アイデア出し 

３．イベント当日の受付や案内など、簡単なお手伝い 

４．活動の様子を見守る・応援する 

５．清掃活動など地域の取組みに参加する 

６．わからない 

７．その他（                                   ） 

   

・ご家族、お住まいの方とともにご回答いただいても大丈夫です。 

・回答にあてはまる番号を〇で囲んでください。 

・答えが「その他」の場合には、番号を〇で囲み（  ）に具体的な内容をご記入ください。 

あなた自身のことについてお尋ねします。 

湯谷温泉街についてお尋ねします。 
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問６ ご家族・ご親族の中に、湯谷温泉街周辺（湯谷・橋平・能登瀬）に現在お勤めの方はい

らっしゃいますか？ 

１．自営業・個人事業（店舗・旅館など）をしている 

２．正社員として働いている         ３．パート・アルバイトとして働いている 

４．家族経営や親族の事業を手伝っている   ５．特定の季節など臨時的に働いている 

６．いない 

 

問７ 現在、あなたは地域とどのように関わっていますか？ 

１．地区の役員会に出席している 

２．日常的に地域の清掃や草刈りを行っている 

３．年に数回、地域で行う草刈りや道つくりに参加している 

４．花まつりなど地域のイベントに参加している 

５．あまり関わっていない 

６．その他（                                   ） 

 

問８ 鳳来・奥三河が抱える課題について当てはまると思うものを教えて下さい。（複数回答

可） 

１．飲食店が少ない    ２．観光資源が少ない    ３．少子高齢化 

４．地域の発信力     ５．交通の不便さ      ６．空き家や空き店舗、空き地 

７．買い物が不便     ８．地域内の交流が少ない  ９．仕事の選択肢が少ない 

１０．その他（                                   ） 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

最後に湯谷温泉街に関して、どうなってほしい、どんな街になったら嬉しいか、についてお

聞かせください。 

また、そのための関わり方や、やってみたいこと、アイデアがあればぜひお聞かせください。 

 

 
以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

  

 

地域との関わり方や課題についてお尋ねします。 
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4.1 調査結果及び考察 

アンケート調査結果及び分析は以下のとおりである。 

 

【湯谷温泉街に関するアンケート調査結果】 

アンケート母数 158世帯 

回答者数 79世帯（回答率 50.0%） 

 

 

【回答者属性について】 

問1.あなたの年齢を教えてください。（n=79） 

 
 

 

 

問2.お住まいの地域を教えてください。（n=79） 

  

 
 ・回答者の年齢構成は70代が最も多く、80歳以上、60代が続いており、全体として高齢層の回答が

中心であることが分かる。 

・居住地は半数以上が「能登瀬地区」と回答している。 

 

 

  

選択肢 回答数 比率 

1．10 歳代 0 0.0% 

2．20 歳代 0 0.0% 

3．30 歳代 1 1.3% 

4．40 歳代 8 10.1% 

5．50 歳代 9 11.4% 

6．60 歳代 12 15.2% 

7．70 歳代 35 44.3% 

8．80 歳代以上 14 17.7% 

計 79 100% 

選択肢 回答数 比率 

1．湯谷地区 24 30.4% 

2．橋平地区 8 10.1% 

3．能登瀬地区 44 55.7% 

4．無回答 3 3.8% 

計 79 100% 
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【湯谷温泉街の現状について】 

問3.現在の湯谷温泉街について、良いと思うところを教えてください。（n=219） 

 

 

 

 

 

 

問4.地域が抱える課題について当てはまると思うものを教えてください。（n=259） 

 

 

 
・最も回答が多い「宇連川の景色」をはじめ、「静かさや落ち着き」、「四季折々の豊かな自然」

など、自然環境への評価が特に高い。 

・一方、地域が抱える課題は「飲食店が少ない」が最も多く、「空き家や空き店舗、空き地」、

「街並みの統一感や見栄え」が続く。 

  

選択肢 回答数 比率 

1．宇連川の景色 68 31.0% 

2．静かさや落ち着き 47 21.5% 

3．四季折々の豊かな

自然 
40 18.3% 

4．温泉の質 32 14.6% 

5．地域の歴史文化 17 7.7% 

6．宿のおもてなし 10 4.6% 

7．地域イベントや行事 2 0.9% 

8．地域内の交流が活

発 
0 0.0% 

9．その他 3 1.4% 

計 219 100% 

選択肢 回答数 比率 

1．飲食店が少ない 65 25.1% 

2．観光資源が少ない 37 14.3% 

3．温泉街の発信力 42 16.2% 

4．交通の不便さ 14 5.4% 

5．空き家や空き店舗、

空き地 
50 19.3% 

6．街並みの統一感や

見栄え 
47 18.2% 

7．その他 4 1.5% 

計 259 100% 
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【地域との関わり方について】 

問5.湯谷温泉街が元気になるために、あなたはどのような形なら関わってもよいと思います

か？ （複数回答可）（n=109） 

 

 

問6.ご家族・ご親族の中に、湯谷温泉街周辺（湯谷・橋平・能登瀬）に現在お勤めの方はいら

っしゃいますか？（複数回答可）（n=79） 

 

 
・地域との関わり方については、「地域の中心となって活動したい」は約 2％にとどまる一方で、

「活動の様子を見守る・応援する」が約 40％と最も高く、次いで「清掃活動など地域の取組みに

参加する」が約 20％となった。 

・家族・親族に温泉街周辺に勤務している人が「いる」とする回答が約 15％である。 

  

選択肢 回答数 比率 

1．地域の中心となって

活動したい 
2 1.8% 

2．地域の活動・イベント

の補助や意見・アイデ

ア出し 

15 13.8% 

3．イベント当日の受付や

案内など、簡単なお手

伝い 

6 5.5% 

4．活動の様子を見守る・

応援する 
40 36.7% 

5．清掃活動など地域の

取組みに参加する 
26 23.8% 

6．わからない 15 13.8% 

7．その他 5 4.6% 

計 109 100% 

選択肢 回答数 比率 

1．自営業・個人事業（店

舗・旅館など）をしてい

る 

3 3.8% 

2．正社員として働いてい

る 
2 2.5% 

3．パート・アルバイトとし

て働いている 
4 5.1% 

4．家族経営や親族の事

業を手伝っている 
1 1.3% 

5．特定の季節など臨時

的に働いている 
2 2.5% 

6．いない 67 84.8% 

計 79 100% 
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問7.現在、あなたは地域とどのように関わっていますか？ （複数回答可）（n=116） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
・現在の地域活動への関わりでは、「日常的に地域の清掃や草刈りを行っている」が約 15％である 

ものの、「年に数回の草刈り等への参加」が最も多い約 40％を占める。 

 

  

選択肢 回答数 比率 

1．地区の役員会に出席している 21 18.1% 

2．日常的に地域の清掃や草刈りを行っている 17 14.7% 

3．年に数回、地域で行う草刈りや道つくりに参加している 47 40.5% 

4．花まつりなど地域のイベントに参加している 10 8.6% 

5．あまり関わっていない 19 16.4% 

6．その他 2 1.7% 

計 116 100% 
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問8.鳳来・奥三河が抱える課題について当てはまると思うものを教えて下さい。（複数回答可）

（n=326） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・鳳来・奥三河地域全体の課題としては、「少子高齢化」をはじめ、「飲食店が少ない」、「空き

家・空き店舗、空き地」、「地域の発信力」等が挙げられた。これらは、問 4 において示された

湯谷温泉街の課題とおおむね共通する内容となっている。 

 

  

選択肢 回答数 比率 

1．飲食店が少ない 53 16.3% 

2．観光資源が少ない 28 8.6% 

3．少子高齢化 56 17.2% 

4．地域の発信力 37 11.4% 

5．交通の不便さ 18 5.5% 

6．空き家や空き店舗、空き地 45 13.8% 

7．買い物が不便 32 9.8% 

8．地域内の交流が少ない 20 6.1% 

9．仕事の選択肢が少ない 31 9.5% 

10．その他（自由回答） 6 1.8% 

計 326 100% 
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【自由回答まとめ】 

自由回答内訳（n=43） 

  回答者数 79人のうち、43 人から自由回答の記載が得られた。また、自由回答を類似 

する内容ごとに分類すると下表のとおりとなった。 

 
 

自由回答のうち、問3，4で回答の多い、宇連川の景色や静かさや落ち着きといった魅力を

活かしきれていないという認識に基づき、「施設・景観・環境整備」、「賑わい・観光・集

客」を求める声が多く得られた。 

 

以下に分類ごとの主な意見内容の抜粋を記載する。 

 

□賑わい・観光・集客について（n=11） 

 

 

□施設・景観・環境整備について（n=18） 

 

  

分類 回答数 

賑わい・観光・集客について 11 

施設・景観・環境整備について 18 

商業・産業・雇用について 5 

地域住民の関わり方・活動 3 

その他（要望、感想など） 6 

計 43 

自由回答の主な意見内容（抜粋） 

70 歳代 
賑わいのある街並みへ空き家、空地などを活用した町並みへ。発信力を高めて頂きたい。遊歩道の延長設

置等でも高めてくれるので、是非実現へ目指してほしい。 

70 歳代 

観光客が来てくれるイベントがあっても良いと思います。足湯の所でマルシェをやっていましたが PR が無い

ので開催している事を知らない。湯谷温泉を知ってもらうためにもインスタグラム、YouTube 等で発信出来

たら良いと思います。 

50 歳代 湯谷温泉のことを知ってもらうための情報発信にもっと努力する必要がある 

70 歳代 湯谷温泉街にしかないという、お客様がぜひ行ってみたいという「売りになるもの」が欲しい 

自由回答の主な意見内容（抜粋） 

40 歳代 
コンパクトでも活力があり、手入れが行き届いた景観を自慢できる温泉街にしたい。空き家や空き旅館の活

用が進むといいと思う。若い世代がチャレンジできる街になったら嬉しい。 

60 歳代 廃業した建物が多く、活気が無い。なんとかしなければいけない。 

50 歳代 
美しい景観の保全と整備。草木の伐採等の必要。橋等の塗り替え。駅周辺の整備、駅に降りた人がまずい

い所だなと思えるようにする。 

60 歳代 散歩道として散策が出来るといいなと思います。 
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□商業・産業・雇用について（n=5） 

 

 

□地域住民の関わり方・活動について（n=3） 

 

 

□その他（要望、感想など）（n=6） 

 

 

 

自由回答の主な意見内容（抜粋） 

40 歳代 
空き家、空地の有効利用→景観がよくないので。旅館の数は増えなくて良いが、飲食店の数がもう少し増え

たらいいなと思う。（パン屋とか焼き菓子の店でも良い）働く場所として、地域の雇用にもつながる。 

40 歳代 
若い労働力確保の為に賃金を増やしたり、移住に魅力的な場所であることを上手に PR できると良いと思い

ます。 

自由回答の主な意見内容（抜粋） 

60 歳代 

交流人口が増え、地域との関わりで活気ある街並み。その為には体験イベント、草刈り等地元の人材で出

来る体制づくりが必要と考えるが？難しい？市の財政も厳しい？又、お店問題対応は休日に屋台、キッチン

カー等で対応出来ないか？ 

自由回答の主な意見内容（抜粋） 

70 歳代 
本来的には素晴らしい温泉宿泊地だと思います。自然公園法などの制約はありますが、新たな観光投資を

可能にする条件整備が必要ではないでしょうか。 

70 歳代 自然豊かな環境を守っていき、訪れる人にほっとするひとときを感じてもらえる地になりたい。 
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5. 湯谷温泉みらいデザイン会議 

湯谷温泉街周辺事業者の現状を把握するため、ヒアリングとは別に、活性化に向けた人材

発掘のため、意見、アイデアの収集を目的として、湯谷温泉みらいデザイン会議を開催した。 

会議の目的の一つとして、地元住民、旅館事業者等の共同作業により、湯谷温泉街活性化

のための意識づくりも目指している。 

 

5.1 湯谷温泉みらいデザイン会議概要 

湯谷温泉みらいデザイン会議は、以下のとおり全3回実施した。各回の概要を次に示す。 

 

【みらいデザイン会議の概要】 

回数・日程 実施目的 詳細 

1 回目 

11 月 12 日

（水） 

湯谷温泉の状況に対する 

現状認識の共有 

・会議の目的と内容の説明 

・個別ヒアリング結果の共有 

・周辺住民アンケート結果の共有 

・グループワーク 

→湯谷の現状整理 

→湯谷の未来 

1.5 回目 

1 月 21 日 

(水) 

鳳来ゆ～ゆ～ありいなおよび 

加温配湯施設の現状の共有 

・湯谷温泉が抱える課題の共有 

・鳳来ゆ～ゆ～ありいな、加温配湯施設に

おける現状と課題の共有 

2 回目 

2 月 24 日

（火） 

湯谷温泉街のコンセプト立案 

・第 1 回のおさらい 

・先行事例紹介 

・コンセプトアイデア出し 

 

【参加者の属性】 

・事業者等ヒアリングにて「活性化に向けたチーム組成・協力に前向き」と答えた事業者 

・一般公募により参加を表明いただいた地元住民、関連事業就業者等 
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5.2 第1回湯谷温泉みらいデザイン会議 

5.2.1 開催概要 

日 時：令和7年11月12日（水）14：00～16：00 

場 所：新城市鳳来総合支所 集会室 

出席者：湯谷温泉街周辺事業者等14名、新城市産業振興部観光課他5名、 

早川都市計画株式会社まちづくり事業部都市デザイン課3名 

目 的：1. 湯谷温泉の状況について話し合い、現状認識を共有する 

    2. 対話を通じて、参加者間の心理的な壁を取り払い、信頼関係を醸成する。 

 

【ワークショップ風景】 

■開催あいさつ ■グループワーク風景 

 

 

 

 

 

 

 

□結果概要 

第1回湯谷温泉みらいデザイン会議では、「湯谷の良いところ」や「課題」「これから始め

たいこと」「みらいの湯谷のすがた」について、3グループに分かれグループワークを行った。 

「湯谷の良いところ」については、共通して「温泉」「自然・景観」に関する意見が多く、

「課題」については、「交通」「ブランド・知名度」「地域・規制等」に関する意見が多く

挙げられた。 

また、「これから始めたいこと」「みらいの湯谷のすがた」では、マルシェやSNS、新たな

コンテンツの開発など、様々なアイデアが挙げられた。 
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5.2.2 意見のとりまとめ 

各グループで「湯谷の良いところ」や「課題」「これから始めたいこと」「みらいの湯谷の

すがた」を話し合っていただいた。 

グループワークにおける意見等は、下表のとおりである。 

 

【湯谷の良いところ・課題】 

 

【これから始めたいこと・みらいの湯谷のすがた】  
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5.2.3 分析マトリクス 

各グループで出された「湯谷の良いところ」や「課題」「これから始めたいこと」「みらい

の湯谷のすがた」をマトリクスに落とし込んだ資料を添付する。 

マトリクスの作成手順は、次のとおりである。 

① 「賑わい・景観」「体験・ブランド」「基盤・仕組み」への分類わけ 

② 温泉への重み(依存～脱依存)わけ 

③ 取組時期の検討(短期・中期・長期) 

作成されたマトリクスは、第 2 回湯谷温泉みらいデザイン会議のコンセプト検討の参考資料

としている。 
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5.3 第1.5回湯谷温泉みらいデザイン会議 

5.3.1 開催概要 

日 時：令和 8年 1 月 21 日（水）14：00～16：00 

場 所：新城市 鳳来総合支所 集会室 

出席者：湯谷温泉街周辺事業者等 8 名、新城市産業振興部観光課他 4 名、 

早川都市計画株式会社まちづくり事業部都市デザイン課 3名 

目 的：1. 公共施設（鳳来ゆ～ゆ～ありいな、加温配湯施設）の現状共有と意見出し 

 

【ワークショップ風景】 

■開催あいさつ ■グループワーク風景 

 

 

 

 

 

 

 

□結果概要 

第1.5回湯谷温泉みらいデザイン会議では、鳳来ゆ～ゆ～ありいなおよび加温配湯施設の財

政状況を含む現状の説明・共有を行い、それを踏まえた上で周辺事業者から見た各施設のま

ちとしての役割や存在意義等、意見交換を行った。 

鳳来ゆ～ゆ～ありいなについては、温泉旅館事業者にとって競合施設ではないという共通

認識があり、温泉街にとって必要な施設であるという意見が挙げられた。 

また、外部資本の参入についても好意的な意見が多く挙げられた。 
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5.3.2 意見のとりまとめ 

第 1.5 回湯谷温泉みらいデザイン会議にて挙げられた、公共施設に関する意見およびその

他意見は下表のとおりである。 

 

【公共施設について】 

分類 意見 

鳳来ゆ～ゆ～ありいな 

競合施設ではないという認識。 

まずは湯谷に来てもらうことが大事。 

「観光+地域」という割にキャパも小さい。 

施設の位置づけを明確にし、観光に特化することにより、平日の

集客の向上を目指すべきである。 

土日にこれ以上人が増えると地元民は行きづらい。 

観光施設というより地域住民の憩いの場になっている。 

旅館としても鳳来ゆ～ゆ～ありいなはあってほしい。 

水泳教室は指定管理者の自主事業。 

日帰り入浴できる施設が他にない。 

加温配湯施設 

耐用年数は木質バイオマスのほうが長い。 

（木質 20年、重油 15年） 

木材の割合を増やすと木材が不足する恐れあり。 

配湯施設がいつ壊れてもおかしくない状況。 

 

【その他】 

  

分類 意見 

外部資本について 

外部資本については好意的に捉えている。 

外部参入による相乗効果は期待できる。 

外国資本は想定していない。 

昔は駅前に混浴があった。もっと気軽に温泉を楽しめるようにし

たい。 

地域事業者を中心に 

実現したいアイデア 

活性化の定義を明確にしたい。客数、単価のどちらを伸ばすの

か。 

→まずは客が増えること。※ある程度ターゲットを絞る必要あり 

花まつりの飲食スペースを増やす。 

一歩目としては SNS による PR？ 

観光客増→移住者増の流れができると◎ 

発展会の派生ではなく、新しい組織を立ち上げることを推奨。 

マルシェは、ユーマンディマーケットの在り方を参考にしてい

る。 
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5.4 第2回湯谷温泉みらいデザイン会議 

5.4.1 開催概要 

日 時：令和 8年 2 月 24 日（火）14：00～16：00 

場 所：新城市 鳳来総合支所 集会室 

出席者：湯谷温泉街周辺事業者等 11 名、新城市産業振興部観光課他 4名、 

早川都市計画株式会社まちづくり事業部都市デザイン課 3名 

目 的：1. 湯谷温泉街のコンセプトに関するアイデア出し 

 

【ワークショップ風景】 

■開催あいさつ ■グループワーク風景 

 

 

 

 

 

 

 

 □結果概要 

第2回湯谷温泉みらいデザイン会議では、2グループに分かれ、湯谷温泉街のコンセプトに

関するアイデア出しを行った。結果として、コンセプトの整理には至らず、コンセプト検討

のためのキーワードを抽出する形となった。 

2グループに共通する点として、「時間軸、歴史」「ウェルネス」「自然、音」に関するキ

ーワードが多く挙げられた。 
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5.4.2 意見のとりまとめ 

第 2 回湯谷温泉みらいデザイン会議では、湯谷温泉街の将来像を検討するため、まちのコ

ンセプトに関する意見出しを行った。グループワークの結果、コンセプトの整理には至らず、

コンセプト検討のためのキーワードを抽出する形となった。 

グループワークで挙げられた主なキーワードは、下表のとおりである。 

 

【コンセプトに関連する主なキーワード】 

分類 A グループ B グループ 

時間軸、歴史 

神話、昔話 東照宮の売り方、歴史より観光 

三匹の鬼と利修仙人 
花まつり→湯谷のものがたり 

三匹の鬼 

将来へ持続可能な湯谷に 鳳来寺山に降り注いだ雨が地下に 

ウェルネス 

TOJI サウナ 

泉質（日本百名湯） 温泉 

五感  

ウェルネス、リトリート、湯治  

自然、音 

宇連川 音 

何もない→都会の喧騒のない 
もののけ姫、もののけの里 

（川の音） 

自然の音に耳を澄ませる 川の景色 

 馬の背岩の上、川で遊ぶ 

エリア 
鳳来寺山を含めたエリア 鳳来寺山のふもと 

癒やしのエリア  

その他 

ブームよりルーツ ふるさと（お客さんにとっても） 

縁、巡り 木の切出し 

歴史をつなぐ  

 

  ２グループに共通する点として、「時間軸、歴史」「ウェルネス」「自然、音」に関する

キーワードが多く挙げられた。 
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6. 目指すべき将来像 

湯谷温泉みらいデザイン会議で参加者の皆さんから出されたアイデアやコンセプトをもと

に、今後の湯谷温泉街、ひいては鳳来地域の活性化に資する目指すべき将来像を作成する。 

 

6.1 活性化に向けたコンセプトの設定 

第2回湯谷温泉みらいデザイン会議では、湯谷温泉街の将来像を検討するため、まちのコン

セプトに関する意見出しを行った。グループワークの結果、多様な意見や視点が挙げられた

ものの、会議時間内にコンセプトとして整理するには至らず、コンセプト検討のためのキー

ワードを抽出する形となった。 

本構想では、来年度以降もみらいデザイン会議を継続していくことを念頭に、これらのキ

ーワードや意見を踏まえ整理したコンセプトを、次回会議における提案内容として位置づけ

るとともに、現時点における湯谷温泉街活性化のコンセプトとして示すものとする。 

 

【湯谷温泉街活性化のコンセプト】 

『 奥三河の聖地で整う、現代の湯治郷 』 

 

6.2 JSTS-Dに関連する取組方針 

日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）で定める「マネジメント」「社会経済」

「環境」「文化」の分野ごとの基本目標および、具体的な取組例は以下のとおりである。 

【基本目標および具体的な取組例】 
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6.3 将来像実現に向けた手法 

6.3.1 官民の明確な役割分担 

将来像の実現に向けては、各施策・事業ごとに行政と民間の役割分担を明確化するととも

に、費用負担の在り方や実施主体を整理することが重要である。 

あわせて、事業の特性や採算性を踏まえ、行政が担うべき基盤整備や支援領域と、民間が

主体となって推進する運営・投資領域を適切に切り分ける必要がある。 

さらに、関係者間での合意形成を図りながら、持続的な事業運営が可能となる体制および

スキームを構築していくことが求められる。 

【官民の役割例】 

 

6.3.2 推進するための組織体制 

将来像の実現に向けては、計画や施策の着実な実行を支える体制の構築が不可欠である。 

このため、意思決定を担う機関の設置や明確化を図るとともに、施策を継続的に推進する

組織の形成が求められる。 

あわせて、関係者の参画を促しながら、活動を持続的に展開していくための基盤づくりを

進めていく必要がある。 

【組織体制イメージ】  
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6.3.3 まちづくり組織について 

実働事務局として機能する「まちづくり組織」を中心に、関係人口を含めた推進体制のイ

メージを下図に示す。 

本構想では、周辺事業者を中心としたまちづくり組織の形成が望ましいと位置づけており、

その実現に向けて、行政は組織の立ち上げおよび運営基盤の構築に対する支援を継続的に行

うものとする。 

 

【推進体制イメージ】 

 

6.3.4 公共施設の在り方 

鳳来ゆ～ゆ～ありいな及び加温配湯施設は老朽化が進行しており、その役割や位置づけの

見直しを含めた抜本的な対応が求められる段階にある。 

各施設の在り方については第7章において整理しており、今後は詳細な検討および関係者と

の調整を経て、方針を決定していくものとする。 
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6.3.5 ロードマップ 

現時点における今後10年間のロードマップを以下に示す。 

今後、グランドデザインおよびマスタープランの策定を通じて、温泉街全体の空間構成や

動線、拠点配置を整理するとともに、具体的な整備内容や事業手法、段階的な整備計画の明

確化を図る。 

また、各取組項目については、官民の役割分担や実施主体、費用負担のあり方を明確化し

たうえで、段階的かつ着実に推進していくものとする。 

 

【10年間のロードマップ】 
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7. 施設の在り方の整理・検討 

7.1 湯谷温泉における温泉関連公共施設 

湯谷温泉街には以下の公共施設が存在する。 

① 鳳来ゆ～ゆ～ありいな 

② 湯井戸、汲み上げ施設 

③ 加温施設 

④ 配湯施設 

⑤ 湯谷温泉 鳳液泉の足湯 

⑥ 湯谷温泉街駐車場 

 

7.2 今後の在り方 

次節以降で検討した各施設の今後の在り方を以下に示す。 

 

施設名称 今後の在り方 必要な施策 備考 

鳳来ゆ～ゆ～

ありいな 

市民サービス施設としての維持 

観光客誘致施設としての魅力増 

適正な施設規模への転換 

適正規模への検討 

廃止施設の検討 

更新計画の立案 

施設更新への投資 

 

加温施設 
継続維持 

随時更新 

更新施設の検討 

更新計画の立案 

全機器木質バイ

オマスボイラー

転換含む 

配湯施設 
継続維持 

早期更新 

更新計画の立案 

配湯管更新の推進 
 

 

7.3 鳳来ゆ～ゆ～ありいな 

7.3.1 現在の在り方と位置づけ 

同施設は、宇連川左岸の新城市能登瀬字壱輪地内に立地しており、スポーツ施設(プール

及びトレーニングジム)と浴場施設、喫茶軽食室を併設した複合施設である。浴場施設につ

いては、加温配湯施設を経由した温泉施設となっており、日帰り入浴施設である。 

同施設は指定管理者制度により維持管理、修繕がなされており、喫茶軽食室のみ別経営と

なっている。 

同施設は、平成3年に観光関連施設と住民サービス施設としての2面性を有して建設されて

おり、利用状況は15万人/年ほどで推移している。利用者アンケート(令和７年３月１日～令

和７年７月末)の結果を見ると、60代女性の利用者が多く、居住地域も約8割が新城・鳳来地

区の地元住民である。訪問手段は9割以上が自動車(送迎バス等含む)での来場である。利用目

的は温泉利用とプール利用がほとんどを占め、施設の充実を望む声も、両機能に対する要望

が多い結果となっている。 

同施設は、開設から30年以上が経過し、老朽化が進んでいる。 
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7.3.2 施設概要 

同施設は、男女別の岩風呂の露天風呂・内風呂からなる浴場施設とその付随施設としての

ロッカールーム、パウダールーム。合わせて、25メートル温水プール、ウォータースライダ

ー付の子どもプール、スポーツジム等のスポーツ施設、飲食ができる喫茶軽食堂等で構成さ

れている複合施設である。 

施設概要と事業経緯は以下のとおりである。 

 

(1) 施設の所在地 
新城市能登瀬字壱輪 23番地 1 

(2) 施設の目的 
・スポーツ施設 (プール及びトレーニングジム) 

・浴場施設 

(3) 施設規模 
延べ床面積 2,307 ㎡（約 698 坪） 

(4) 開設年月日 
平成 3 年 10 月 1日 

(5) 利用状況(直近 5ヵ年) 
(人)  

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

スポーツ施設 40,005 27,298 33,050 34,711 33,051 

浴場施設 104,250 73,703 86,913 110,642 111,480 

全館利用(※) 3,452 2,251 2,589 3,515 3,050 

合計 147,707 103,252 122,552 148,868 147,581 

 ※全館利用とは、浴場施設とスポーツ施設の両方を利用することを示す。 

 

【鳳来ゆ～ゆ～ありいなに関する市の支出推移】 
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7.3.3 施設台帳および施設平面図 

同施設の施設台帳と施設平面図を以下に示す。 
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施設劣化状況 

同施設は、令和3年8月24日～令和3年9月17日の実施期間で、次の項目について施設劣化度

調査が実施されている。(「鳳来ゆ～ゆ～ありいな施設劣化度調査等業務 令和3年12月」よ

り) 

a） 建築  （外装・内装・建具・外構） 

b） 電気設備 

c） 機械設備（衛生設備・空調設備） 

 

調査結果によれば、外壁部、金属屋根等において相当の劣化が進んでおり、外構において

もインターンロッキング等について、沈下が見受けられる。また、プール屋根部分の木架構

部材については、今後詳細調査（2次調査）を行なうことが必要との報告が上がっている。 

更には、電気設備においても著しい錆の発生や、内部へ雨水侵入が報告され、危険な状態

とのこと。配線配管の絶縁性能低下や非常用照明では全てのバッテリー切れが生じている。

その他機器についても経年劣化や機能不全が報告され、建設当時から使用が継続している機

器類は現時点で稼働はしているものの、経年劣化の錆・腐食が見られる。 
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「鳳来ゆ～ゆ～ありいな施設劣化度調査等業務 令和 3 年 12 月」報告書より抜粋 
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7.3.4 令和 7 年アンケート結果(参考) 

令和７年３月１日～令和７年７月末を期間として、来場者に向けて利用者アンケートを指

定管理者が実施している。その結果を以下に添付する。 
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7.3.5 課題の抽出 

(1) 施設の老朽化 
同施設は、建築、設備とも経年による劣化が全体的に進行している状態であり、今後、当

施設を安全かつ支障なく運営していくには、各部位の改修提案をもとに、大規模修繕計画を

策定し、早急に改修工事を行なうことが必要であると報告されている。 

令和3年度劣化度調査から4ヶ年の年月が経過していること、人件費・材料費の高騰を考慮

し、今後の修繕費用について、直接工事費を2倍として試算した。(物価統計等では直近3か年

で人件費、材料費の高騰は約3割とも言われている。) 

今後の必要修繕費計として、直接工事費で7億円程度。諸経費率を30%として、事業費とし

て9億1千万円程度の投資が必要である。 

 

緊急度Ａ合計一覧（建築・設備） 

大項目 区分 区分緊急度別計 緊急度 区分緊急度別計合計 

建築 

外部（屋根/防水）  \8,412,000 Ａ 

\139,328,000 

外部（外壁） \19,788,000 Ａ 

内部 \496,000 Ａ 

建具 \70,242,000 Ａ 

外構 \40,360,000 Ａ 

設備 

電気設備 \56,260,000 Ａ 

\111,778,000 

衛生設備 \44,210,000 Ａ 

濾過設備 \0 Ａ 

浄化槽設備 \0 Ａ 

空調設備 \11,308,000 Ａ 

建築・設備合計 （緊急度：A）  \251,106,000 
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緊急度Ｂ合計一覧（建築・設備） 

大項目 区分 区分緊急度別計 緊急度 区分緊急度別計合計 

建築 

外部（屋根/防水）  \23,770,000 Ｂ 

\133,700,000 

外部（外壁） \29,130,000 Ｂ 

内部 \71,350,000 Ｂ 

建具 \140,000 Ｂ 

外構 \9,310,000 Ｂ 

設備 

電気設備 \0 Ｂ 

\177,492,000 

衛生設備 \37,612,000 Ｂ 

濾過設備 \12,574,000 Ｂ 

浄化槽設備 \36,000,000 Ｂ 

空調設備 \91,306,000 Ｂ 

建築・設備合計 （緊急度：Ｂ）  \311,192,000 

 

緊急度Ｃ合計一覧（建築・設備） 

大項目 区分 区分緊急度別計 緊急度 区分緊急度別計合計 

建築 

外部（屋根/防水）  \13,898,000 Ｃ 

\43,258,000 

外部（外壁） \0 Ｃ 

内部 \28,960,000 Ｃ 

建具 \0 Ｃ 

外構 \400,000 Ｃ 

設備 

電気設備 \93,400,000 Ｃ 

\93,900,000 

衛生設備 \0 Ｃ 

濾過設備 \0 Ｃ 

浄化槽設備 \0 Ｃ 

空調設備 \500,000 Ｃ 

建築・設備合計 （緊急度：Ｃ）  \137,158,000 
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必要修繕費計（建築・設備） 

大項目 区分 区分緊急度別計 緊急度 直接工事費 

建築 

外部（屋根/防水）  \46,110,000 － 

\316,286,000 

外部（外壁） \48,918,000 － 

内部 \100,806,000 － 

建具 \70,382,000 － 

外構 \50,070,000 － 

設備 

電気設備 \149,660,000 － 

\383,170,000 

衛生設備 \81,822,000 － 

濾過設備 \12,574,000 － 

浄化槽設備 \36,000,000 － 

空調設備 \103,114,000 － 

建築・設備合計   \699,456,000 

※同試算は直接工事である。 

 

(2) 利用者数の伸び悩みと偏り 
同施設の利用者は、コロナ禍における減少ののち、令和元年度相当の15万人弱/年で横ばい

の推移を示している。 

また、利用者の属性は以下の表のとおりであり、地域住民かつ高齢者がその大半を占めて

いることから、今後、利用者の減少が懸念され、利用者数の増加を促す施策の実施は喫緊の

課題である。 

 

項目 細別 割合 

性別 
男性 40% 

女性 60% 

年齢 
60 代以上 82% 

60 代未満 18% 

居住地 
市内 81% 

市外 19% 

 

(3) 土地 
同施設は、現在借地上に建設されている。施設の改築や土地の改編、施設所有権の移転等

に関しては、地権者との合意形成が必要となる。 

 

(4) その他 
同施設の設置箇所は、自然公園法における規制に縛られている。よって、計画の立案とと

もに、愛知県を含む関係機関への協議、河川占用、河川区域内工事許可申請等の調整が必要

となる。 
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7.3.6 今後の在り方 

2026 年 1月 21 日の湯谷温泉街事業者等が参加したみらいデザイン会議において、複数

の参加者から、存続を望む声が上がっている。参加者からは、観光施設と市民サービス

施設の 2本立てのため、「現行施設では魅力的と映らないのではないか。」との指摘が

あった。また、「施設の位置づけを明確にし、観光に特化することにより、平日の集客

の向上を目指すべきである。」との意見も出ている。 

鳳来ゆ～ゆ～ありいなの今後の在り方については、以下の 4 案が想定される。 

 

 ・現状維持 

 ・完全民間移譲 

 ・一部廃止(利用用途の変更含む) 

 ・廃止 

 

(1) 現状維持案(指定管理者制度含む) 
観光施設、市民サービス施設としての位置づけを持たせ続けることとし、これまで同

様の施策で運営していく。ただし、市としての財政負担についてもこれまで同様であり。

かつ今後の修繕や更新においては、更新計画の策定や財政拠出のための整理が必要であ

る。 

施設修繕、更新における総事業費として、約 9 億 1 千万円の投資が必要となる。 

 

項目 事業費 

建築施設 \316,286,000 

設備 \383,170,000 

合計 \699,456,000 

諸経費(30%) \209,836,800 

事業費計 \909,292,800 

 

(2) 完全民間移譲案 
鳳来ゆ～ゆ～ありいなを民間事業者へ完全に移譲する案となる。移譲においては、次

の 3 案が想定される。 

・地区内単独事業者、法人等への移譲 

 ・地区外単独事業者、法人等への移譲 

 ・地区内事業者による法人を設立、同法人への移譲 

移譲される施設については、原則として現状同等の稼働が可能な状態をベースとする。 

単独自業者以外への移譲案では、複数の旅館事業者等が共同で会社（事業協同組合や

一般社団法人、新会社など）を設立し、施設の維持管理や運営を行うことも想定される。 

 

(3) 一部廃止(利用用途の変更含む) 
施設の一部(例:プール)について、廃止を行う案となる。廃止施設については、取壊し

もしくはリニューアル等による利用方法の変更が考えられる。 

一部廃止にあたっては、次の課題が存在する。 

・土地所有者との合意 

・地区住民、市民および利用者の理解 

・同施設の解体 

・解体、撤去費用の捻出 

・解体工事に伴う法規制への対応 

・市内外含め、利用案内、観光案内、HP等の既存宣伝資料等の更新 
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利用方法の変更の場合、以下の課題が存在する。 

・新利用用途の決定 

・地区住民、市民および利用者の理解 

・リニューアル等における費用の捻出 

・建物用途変更申請 

・市内外含め、利用案内、観光案内、HP等の既存宣伝資料等の更新 

 

(4) 廃止 
観光施設、市民サービス施設としての役割を終えたと判断し、施設の廃止を行う案で

ある。廃止にあたっては、次の課題が存在する。同課題は、関係各位との十分な調整が

必要であり、着地点となる廃止時期を設定し、事業スキームを構築することが重要とな

る。 

・土地所有者との合意 

・地区住民、市民および利用者の理解 

・湯谷温泉街旅館事業者の理解 

・同施設の解体 

・同施設への配湯管の撤去 

・解体、撤去費用の捻出 

・解体工事に伴う法規制への対応 

・使用湯量減少による加温配湯事業の減収 

・市内外含め、利用案内、観光案内、HP等の既存宣伝資料等の更新 

なお、全面的な廃止を行う場合、諸設備を取壊し、更地返しを行う場合、事業費とし

て約 2 億 3 千万円の費用が必要となる。 

 

項目 基数 単価 直接工事費 

建物本体解体工費 698 坪 \100,000 \69,800,000 

内装・設備撤去 

(温浴・プール含む) 
698 坪 \30,000 \20,940,000 

アスベスト除去・処理費 1 式 \20,000,000 \20,000,000 

材運搬・処分費 

(混合廃棄物・コンクリ殻) 
1 式 \80,000,000 \80,000,000 

外構撤去・整地費駐車場・植栽 1 式 \20,000,000 \20,000,000 

合計   \210,740,000 

諸経費(10%) \21,074,000 

事業費計 \231,814,000 

 

(5) その他事項 
同施設は現状において、利用者数の増加策が図れておらず、かつ、利用者の中心層が

60 代以上の地元住民となっている。 

利用者数の増加、多年齢化と、物販等を含めた多角的な収益構造の更新は喫緊の課題

であり、現時点においても、市・地元事業者・指定管理者等の関係各位との湯谷温泉街

一体となった施策の構築と運用が必要である。  
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7.4 加温配湯施設(加温施設、配湯管) 

7.4.1 現在の在り方 

湯谷温泉は加温・配湯施設により源泉を加温し、各旅館へ配湯管により配湯している。 

宇連川右岸の新城市豊岡地蔵元地区に存在する7号源泉より、浮石橋に添架された配湯管を

経由し、宇連川左岸の新城市能登瀬上谷平地内の加温施設へ送湯している。加温施設におい

て加温された後、配湯管を経由して各旅館事業者やゆ～ゆ～ありぃな等の使用者へ配湯を行

っている。 

湯谷温泉7号源泉の泉質は、カルシウム・ナトリウム塩化物泉であり、泉温は35.9℃、湧出

量は毎分500ℓである。なお、加温施設については、現在、合同会社フォレストエネルギー新

城へ運転・管理委託がなされている。また、加温施設は、旧来重油ボイラーのみでの運転を

行っていたが、平成31年(令和元年)より木質バイオマスボイラーとの併用運転に切り替わっ

ている。 

 

7.4.2 施設台帳および配湯ルート図 

同施設の配湯ルート図および施設台帳を以降に添付する。 
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7.4.3 施設概要 

加温配湯施設の設備概要と事業経緯は以下のとおりである。 

 

(1) 施設の所在地 
新城市能登瀬及び豊岡地内  

(2) 施設規模等  
a） 敷地面積(配湯所) 約 350m2 

b） 建物等  

ア 重油ボイラー棟 鉄骨平屋建 40.56m2 

イ 貯湯タンク   (60m2)  × 2 基 

ウ A 重油給油タンク (10,000l) × 1 基 

エ 木質バイオマスボイラー棟 鉄骨平屋建 119.72m2  

c） ボイラー設備  

ア 重油ボイラー      50 万 kcal/h × 1 基 (平成 30 年 12 月更新)  

イ 重油ボイラー      30 万 kcal/h × 1 基 (平成 30 年 12 月更新)  

ウ 木質バイオマスボイラー 50 万 kcal/h × 1 基 (平成 31 年 3 月新設)  

d） ポンプ設備  

ア 重油ボイラー棟  

・加温ポンプ × 2 基  

・配湯ポンプ × 3 基  

イ 木質バイオマスボイラー棟  

・加温ポンプ × 1 基  

・配湯ポンプ × 1 基  

e） 配湯本管  

ア 温泉用特殊積層管 Φ100 L=1,177.5m  

イ 温泉用特殊積層管 Φ75 L= 234.0m  

計 L=1,411.5m  

f） 分湯配管(湯谷観光ホテル前～特別養護老人ホーム翠華の里)  

硬質塩化ビニール管 Φ40 L=567.0m (平成 8 年度布設替え) 

g） 源泉供給管  

ア 7 号源泉～6号源泉 硬質塩化ビニール管 Φ50 L= 58.7m 

イ 6 号源泉～配湯所  硬質塩化ビニール管 Φ65 L=353.5m 

                       計 L=412.2m  

h） 取出管  

ア Φ13 1 箇所 (個人 1)  

イ Φ20 6 箇所 (個人 4 法人 2)  

ウ Φ25 5 箇所 (翠明、みつい、 ひさご、 はづ木、 温泉スタンド)  

エ Φ30 1 箇所 (松風苑)  

オ Φ40 3 箇所 (湯の風 HAZU、 湯谷観光ホテル(廃業)、はづ別館)  

力 Φ50 1 箇所 (鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな)  

(3) 主な事業概要  
a） 温泉源掘削工事 (6 号源泉)  

・事業期間 昭和 60 年 1 月 16 日～昭和 60 年 7月 15 日 

・事業費  70,000 千円  

① 配湯配管設備工事  

・事業期間 昭和 61 年 11 月 22 日～昭和 62年 6 月 30 日 

・事業費  134,000 千円  

② 温泉源掘削工事 (7 号源泉)  

・事業期間 平成 18 年 11 月 1 日～平成 19 年 5月 28 日 

・事業費  72,240 千円   
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③ 重油ボイラー2基更新工事  

・事業期間 平成 30 年 9 月 1日～平成 31 年 1月 21 日 

・事業費  31,427 千円  

④ 木質バイオマスボイラー設備設置工事  

・事業期間 平成 30 年 11 月 8 日～平成 31 年 3月 15 日 

・事業費  74,520 千円 

 

7.4.4 施設劣化状況 

配湯配管設備工事は昭和61年に実施されており、敷設から40年以上が経過している。また

、重油ボイラー、木質バイオマスボイラー共に平成31年(令和元年)に稼働を開始し、7年が経

過している。 

3基のボイラー自体は現時点で大きな問題は発生しておらず、大規模な修繕等の記録も確認

されないが、配湯管やボイラー稼働に関連する送水ポンプ、接続管等の諸施設は、漏水や劣

化により随時修繕を行っており、今後布設替えを伴う大きな更新時期が近付いているといえ

る。 

 

7.4.5 課題の抽出 

(1) 老朽化 
a） 加温施設(ボイラー) 

一般に重油ボイラーの寿命は 10～15 年と言われており、令和 10～15 年を目途に、機

器・施設の老朽化度合いを判断し、更新を行う必要がある。また、木質バイオマスボイ

ラーボイラーの寿命は 20～25 年ほどであり、重油ボイラーと比べ長いため、設置時期が

大きく変わらないが、更新時期については 10 年程度のずらすことが可能である。 

仮にすべてを一度に更新するとした場合、平成 30 年からの物価上昇分を 1.5 倍程度で

加味すると、1 億 8 千万円程度の投資が必要となる。 

 

項目 基数 事業費 

重油ボイラー 2 \50,000,000 

木質バイオマスボイラー 1 \120,000,000 

既設施設撤去費  \10,000,000 

事業費計  \180,000,000 
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① ポンプ施設 

ポンプ施設については、設置時期が不明であるが、ボイラーと同時期と仮定する。ポ

ンプ施設の寿命が一般に 10～15 年と言われているため、ボイラー同様に令和 10～15 年

を目途に、機器・施設の老朽化度合いを判断し更新を行う必要がある。 

直接工事費で 1千五百万円程度。諸経費率を 30%として、事業費として 1 千九百万円程

度の投資が必要である。 

 

項目 ポンプ機能 基数 単価 直接工事費 

重油ボイラー棟 
加温ポンプ 2 \1,000,000 \2,000,000 

配湯ポンプ 3 \2,000,000 \6,000,000 

木質バイオマスボイ

ラー棟 

加温ポンプ 1 \1,000,000 \1,000,000 

配湯ポンプ 1 \2,000,000 \2,000,000 

既設施設撤去費  7 \500,000 \3,500,000 

合計    \14,500,000 

諸経費(30%) \4,350,000 

事業費計 \18,850,000 

 

② 配湯管 

配湯配管設備工事は昭和 61 年に実施されており、敷設から 40 年以上が経過している。 

温泉用特殊積層管の寿命は、一般的に 30年〜50 年とされており、今後、施設の状況を

確認しつつ、布設替えが必要となる。また、硬質塩化ビニール管については、一般に地

中埋設で 50 年 〜100 年、直射日光が当たらない屋内（ピット内・天井裏）で 30 年〜50

年、屋外露出部（日光あり）では 15 年〜25 年と言われているため、敷設箇所に応じた布

設替え時期の検討が必要となる。 

全線を同時に更新する場合、直接工事費で 1 億 6千五百万円程度。諸経費率を 40%とし

て、事業費として 2 億 3 千万円程度の投資が必要である。 

ただし、同事業費には、浮石橋・渡瀬橋に添架されている配湯管の布設替えについて

は計上されていないため、施工方法、足場等の計画含め詳細な検討が必要となる。 

 

項目 規格 延長 単価 直接工事費 

温泉用特殊積層管 
Φ100 1,177.5m \70,000 \82,425,000 

Φ75 234.0m \60,000 \14,040,000 

分湯配管 

硬質塩化ビニール管 
Φ40 567.0m \20,000 \11,340,000 

源泉供給管 

硬質塩化ビニール管 

Φ50  58.7m \21,000 \1,232,700 

Φ65 353.5m \22,000 \7,777,000 

既設管撤去費  2390.7m \20,000 \47,814,000 

合計    \164,628,700 

諸経費(40%) \65,851,480 

事業費計 \230,480,180 

※同試算は浮石橋・渡瀬橋添架部の更新工事費は含まれていない。 
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(1) 土地 
更新等の工事を実施する場合においては、地権者との合意形成が必要となる。 

 

(2) その他 
同施設の敷設箇所は、全線にわたり自然公園法における規制に縛られる。よって、計

画の立案とともに、愛知県を含む関係機関への協議、河川占用、河川区域内工事許可申

請等の調整が必要となる。 

施設更新にあたっては、受湯者への供給を停止させない施策が必要となる。 

よって、隣接地への新設が望ましく、段階的に配湯管を更新していくことが望ましい。

ただし、同手法の場合、土地所有者との合意や許可申請等の調整は必須となる。 

 

7.4.6 今後の在り方 

加温配湯施設は湯谷温泉にとって、絶対的必要施設であり、今後も使用していくこと

が前提条件となる。 

現状においても的確な稼働を確保しているとは言い難く、継手部や本管自体もいつ使

用の限界を迎えるのか予測は困難である。すでに老朽化している既設配湯管の早期のリ

ニューアルは喫緊の課題である。 

加温配湯施設の今後の在り方については、以下の案が想定される。 

 ・現状維持 

 ・民間活力の活用 

 ・完全民間移譲 

 ・受湯方法の代替(配湯方式等) 

なお、旅館事業者にとって、給湯は必須であり、管理の官民を問わず、必要不可欠で

ある。よって、加温配湯施設廃止の場合は代替案を検討する必要がある。 

  

(1) 現状維持案 
観光施設、市民サービス施設としての位置づけを持たせ続けることとし、これまで同

様の施策で運営していく。ただし、市としての財政負担についてもこれまで同様であり、

かつ今後の修繕や更新においては、更新計画の策定や財政拠出のための整理が必要であ

る。 

施設更新における総事業費として、浮石橋・渡瀬橋部の更新も加味すると、4 億 3 千万

円以上の投資が必要となる。 

 

項目 事業費 

加温施設(ボイラー) \180,000,000 

ポンプ施設 \19,000,000 

配湯管施設 \230,000,000 

事業費合計 \429,000,000 

 

(2) 民間活力活用案 
PPP（官民連携）の考え方を取り入れた「公設民営（指定管理者制度）」としての位置

づけで運営し、特に源泉使用料の徴収のみにとらわれず、多角的な温泉水の運用による

収益化を目指す必要がある。 
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(3) 完全民間移譲案 
加温配湯施設を民間事業者へ完全に移譲する案となる。移譲においては、次の 3 案が

想定される。 

・地区内単独事業者、法人等への移譲 

 ・地区外単独事業者、法人等への移譲 

 ・地区内事業者による法人を設立、同法人への移譲 

移譲される施設については、原則として現状同等の稼働が可能な状態をベースとする。 

単独自業者以外への移譲案では、複数の旅館事業者等が共同で会社（事業協同組合や

一般社団法人、新会社など）を設立し、源泉の維持管理や加温・配湯を一本化する。 

個別での加温等によらず、「温泉供給の集約化」により、近年の燃料費高騰や人手不

足への対策も一環とする。 

 

a） 共同化のメリットとデメリット 

項目 内容 

メリット 

コストの削減 

（スケールメリット） 

設備投資 

各旅館で個別にボイラーやポンプ、貯湯

タンク設置する必要がない。 

燃料費 

重油やガスを大量一括購入することで単

価交渉がし易くなる。 

管理業務の効率化 

専門知識が必要な温泉管理（温度調整、レ

ジオネラ属菌対策清掃）を共同会社の専任

スタッフが行うことで、各旅館は接客に専

念できる。 

未利用エネルギーの活用 
小水力発電等の自然エネルギーの導入や運

用も合せて行う可能性が高まる。 

デメリット 

更新投資の負担 
配管の敷設替えや加温施設の更新等に多額

の資金が必要。 

公平性の確保 

湯量や温度に対する不満が出た際の調整が

難しく、旅館ごとの負担金（賦課金）の算

出根拠で揉める等のリスクがある。 

供給停止のリスク 

共同設備が故障した場合、参加している全

旅館が同時に営業停止に追い込まれる「共

倒れ」のリスクがある。 

 

b） 法的な縛りと手続き 

温泉を共同で配湯・管理する場合、主に以下の法律等が関わる。 

所有者が変更となることにより、改めて諸法律に準拠した届け出等の必要性が生じる

可能性がある。 

① 温泉法 

・温泉利用許可 : 各旅館が温泉を利用するための許可が必要。 

・成分掲示   : 供給される温泉の成分を適切に掲示する義務。 

② 公衆浴場法 

共同会社が「湯元」として各旅館に売湯する場合、旅館側は公衆浴場法に基づく衛

生管理基準（レジオネラ対策等）を遵守しなければならない。 

③ 水道法・専用水道 

温泉に加水して配湯する場合、その規模によっては「専用水道」としての届け出や、

水道法に準じた水質管理が求められる場合がある。  
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④ エネルギー供給事業関連 

熱供給事業法（一定規模以上の熱供給を行う場合）の対象になるかどうかの確認が

必要。 

 

c） 事前に検討しておくべき項目 

検討段階で最も重要なのは、「出口（精算）」と「責任」のルール作りである。 

① フィジビリティスタディ（実現可能性調査） 

現状の各旅館の維持管理コストを可視化し、共同化によってどれだけ「浮く」のか

を試算する「フィジビリティスタディ（実現可能性調査）」から始める。 

② コスト比較 

「現在の各旅館の年間光熱費・維持管理費の合計」と「共同化した場合の予想ラン

ニングコスト」の比較表を作成する。 

③ 組織形態の選択 

事業協同組合 : 中小企業等協同組合法に基づく組織。賦課金の計上や共同購買に

適しており、補助金の受け皿になりやすい。 

株式会社 : 意思決定が迅速だが、営利目的となるため税務上の配慮が必要。 

④ 費用負担のルール（料金体系） 

基本料金   : 施設の規模（客室数や風呂の大きさ）に応じた固定費。 

従量料金   : 使用量（立米数）に応じた変動費。 

修繕積立金  : 将来の配管更新やポンプ故障に備えた積み立て。 

⑤ 技術的な仕様 

配湯ロス   : 配管が長くなるほど温度が下がる。改めて、断熱対策や末端での

加温設備の有無を検討する必要がある。 

災害対策   : 地震等で配管が破断した際の復旧責任の所在を明確にしておく。 

⑥ 撤退・新規加入のルール 

旅館の廃業や売却が発生した際、配管設備の権利をどう扱うか、離脱時の違約金を

どう設定するかを定款や規約に盛り込む必要がある。 

 

(4) 受湯方法の代替案(配湯方式等) 
湯谷温泉のように、集中管理されている加温・配湯システムを廃止する場合、各旅館

等が自立して温泉を供給・利用するための代替案が必要となる。大きな課題は「温度の

確保（加熱）」と「搬送（デリバリー）」の 2点である。 

これらを解決するための案を以下に示す。 

 

a） 各旅館への「個別引湯」と「個別加温」 

集中配湯をやめる場合、源泉から各旅館まで直接パイプを引く（あるいは既存の配湯

管を専用線として転用する）。 

・個別熱交換・ヒートポンプの導入 : 源泉を効率よく温めるため、各旅館に温泉用

高効率ヒートポンプを設置する。 

・利点 :集中施設での熱損失（配湯中の温度低下）がなくなり、必要な分だけ加熱す

るためエネルギー効率が向上する。 

・技術 :温泉水の成分による腐食に強いチタン製熱交換器などを使用する。 

・課題 :既存配湯管使用の場合の所有権、維持管理 

 

参考 : 個別完結型「昇温・給湯システム」のモデル案 

配湯管を廃止した場合、各旅館は自前で「源泉の引水」「貯湯」「加温」を行う必

要がある。 

・源泉ポンプの個別設置 : 源泉井戸から各旅館まで、あるいは共有の取水ポイン

トから自社専用のポリエチレン管（保温材付）などで引き込み。 



7-26 

 

・熱交換型ヒートポンプ（メイン加熱）: 電気を動力とし、大気や地下水の熱を利

用して効率よく温泉を温める。 

・ポイント : 温泉水が直接機械の内部を通ると腐食するため、チタン製熱交換器

を介して間接的に温める方式が一般的。 

・バックアップ用ガス/オイルボイラー : 冬期の急激な負荷増大や、ヒートポンプ

の故障に備え、瞬間的に高火力を出せるボイラーを併用する「ハイブリッド方式」

での運用が安定供給に繋がる。 

 

b） 源泉地での「オンデマンド加温」と輸送 

配湯管そのものを廃止（物理的に撤去や老朽化による使用不能）とする場合、配管に

頼らない手段を検討する。 

・温泉輸送車（タンクローリー:車両価格 16,000 千円相当）による供給: 源泉近くに

貯湯槽のみ残し、そこから各旅館の貯湯タンクへ車両で運搬する。 

・有効なケース :配湯管の維持管理費が膨大で、旅館数が少ない場合。 

・デメリット  :人件費と燃料費がかかり、情緒に欠ける面がある。また、源泉部にお

ける給湯装置の維持・管理・運営者を設定する必要がある。 

 

c） 未利用エネルギーの活用（地域特性の利用） 

湯谷温泉は宇連川沿いに位置するため、自然エネルギーを加熱に利用できる可能性が

ある。 

・小水力発電＋電気加熱 :宇連川等の水力を利用し、マイクロ水力発電を行う。その

電力で温泉を電気加熱（またはヒートポンプ駆動）する。 

・バイオマスボイラーの拡大 :地域の山林資源（間伐材やウッドチップ）を燃料とす

るボイラーを各旅館に設置する。カーボンニュートラルであり、燃料コストを地域

内で循環させることが可能となる。 

 

d） 浴槽での「加温・循環ろ過システム」の高度化 

配湯段階での温度は諦め、源泉のまま各旅館に引き込み、浴槽側で強力に加温・維持

する方法。 

・高効率循環温浴システム :浴槽内の湯を常に循環させながら、強力な熱交換器で設

定温度を維持する。 

・メリット  :常に適温を保てる。 

・デメリット :「源泉かけ流し」というブランドイメージとの整合性をどう取るか 

（加水・加温・循環の開示が必要）が課題 

 

 導入コスト 運用コスト 実現可能性 

個別ヒートポンプ 
高 

（各宿投資） 

低 

（効率的） 
最も現実的 

バイオマス加熱 中 
低 

（地域資源活用） 
燃料供給体制に依存 

車両運搬 
低 

（初期投資） 

高 

（維持費高） 
小規模・緊急用 

 

e） 技術的な留意点 

湯谷温泉の泉質（ナトリウム・カルシウムー塩化物泉など）は、機器を腐食させ、ス

ケール（成分の固着）を発生させたりしやすいため、耐食性の高い機器選定が必須とな

る。また、集中管理を廃止すると、各旅館での「温泉利用許可」の再申請や、保健所へ

の届け出内容が変更になるなど、法的な事務手続きの確認が必要となる。 
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f） 代替案における課題 

① 運営・コスト面での具体的課題と対策 

施設を廃止することで、集中管理されていた「コスト」と「リスク」が各旅館に分

散される。 

ア 維持管理の個別化 

 課題 :これまで所有者、管理者が行っていたメンテナンスを、各旅館が個別に

行う必要がある。また、配湯管の管理担当範囲の決定が必要。 

対策 :地域の設備業者と一括で保守点検契約を結び、スケール（温泉成分の固着）

除去やポンプ交換のコストを抑える仕組み作り、的確な役割分担が重要。 

イ 温泉資源の保護（過剰揚水の防止） 

課題 :各旅館での受給量を個別管理にした場合、揚水量の増加が懸念され、地下

水位の低下や泉質の変化（資源の枯渇）を招く恐れがある。 

対策 :揚水量を制限する「定流量弁」の設置や、各旅館の汲み上げ量をリアルタ

イムで管理するネットワークシステムの導入が必要。 

② 「湯谷温泉」のブランドを守るための工夫 

熱交換による「加水なし」の実現 :源泉を温める際、加水（お湯を足す）ではなく

熱交換（熱だけを伝える）で行い、成分を薄めることなく「源泉 100%」を維持する。 

③ 導入へのステップ（シミュレーション） 

データに基づいたシミュレーションの必要性。 

ア 各旅館の最大必要熱量 :客室数と浴槽の容量から、1 日あたり何キロカロリーの

加熱が必要かの算出。 

イ 源泉から各宿までの高低差と距離 : ポンプの出力（揚程）を決定。 

ウ 既存設備の転用可能性 : 旅館内の貯湯タンクや配管が、個別化に対応できる状

態か調査。 

 

7.5 民間移譲に向けた想定されるスキームと課題 

湯谷温泉街にかかわる公共施設である、ゆ～ゆ～ありいな、加温配湯施設を湯谷温泉街の

民間事業者等へ完全移譲を行うと仮定した場合、いちどきに移譲を行うことは、民間事業者

側のリスクが大きい。よって、段階的移譲スキームとして、以下のステップを検討する。 

当プロセスでは、いきなり民間事業者に売却するのではなく、「官民連携（PPP）」の枠組

みを活用し、責任の所在を徐々に移していくことを手法とする。 

 

(1) ステップ 1 ：現状分析と「官民共同検討会」の設置 
市と湯谷温泉発展会や、主要旅館事業者等を交えた検討会を設置する。 

資産評価（アセットマネジメント）を明確にし、施設の老朽化度合い、あと何年使え

るか、更新にいくらかかるかを精査し、データを共有する。 

(2) ステップ 2 ：指定管理者制度の導入（運営の民間付託） 
施設の所有権を市に残したまま、運営・維持管理を「各旅館が出資して設立した新会

社（受皿組織）」に委託する。 

メリットとして、現場の効率化（人件費や燃料調達の工夫）を民間主体で行いつつ、

大規模修繕のリスクは、ステップ2時点では市が負う形とする。 

(3) ステップ 3 ：公設民営（コンセッション方式）への移行 
運営権を長期間（10〜20年）新会社に売却する。利用料金の設定権を新会社が持つこ

とで、経営の自由度を高める。 

(4) ステップ 4 ：施設譲渡（完全民営化） 
新会社に経営体力がつき、将来の更新費用の積み立て計画が整った段階で、施設を無

償または安価で譲渡する。 
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(5) ポイント 
「持続可能性のためのパートナーシップ」として構築することが重要。 

① 「現状維持」の限界を数値で示す 

「このまま市が管理し続けると、○年後には維持不能になり、最悪の場合、温泉供給

がストップする」というリスクを、修繕費の推移グラフなどを用いて正直に伝える。 

ポイント :「温泉街の存続危機」として捉えてもらう 

② 自由度とスピード感のメリットを強調する 

市役所の予算制度（単年度主義）では早急な対応が困難であり、民間ならではの柔軟

性を提示する。 

故障時の即応性 :市の予算化、入札を待たずに即座に修理発注ができる 

新技術の導入  :最新の省エネボイラーや熱交換器への投資判断が早くなる 

③ 「激変緩和措置」の提示する(例) 

「明日から全額負担してください」ではなく、支援策をセットで説明する。 

市からの補助金   :移譲後○年間は、市が修繕費の一部を補助する 

無償譲渡・低額貸付 :土地や建物を無償で貸し付け、旅館側の初期負担を抑える 

 

(6) 検討しておくべき重要項目 
 

項目 検討内容 

受皿組織の形態 旅館組合が母体となる「合同会社」や「事業協同組合」が一般的 

財源の確保 
民間移譲に伴う設備更新に対し、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金」などの補助金が活用できないか検討 

責任の境界線 
「どこまでの修理は市が持ち、どこからが新会社の責任か」を明確にし

たサービスレベル合意の策定 

温泉権の扱い 源泉の所有権（掘削許可）を市に残すのか、会社に移転するのかの整理 

 

 
 

 



8-1 

 

8. 今後の検討事項 

本計画で策定した基本構想を実現するため、今後検討が必要と考えられる事項を種類別に

記載する。 

 

【湯谷温泉街取組案】 

項目 内容 

コンセプトの決定 
温泉街の将来像や方向性を整理し、コンセプトとして明確化す

る。 

スモールスタートの企画・実施 
イベント、商品開発、空間活用等の小規模な取組を具体化し、

実施内容を整理する。 

グランドデザイン、マスタープラ

ンの策定 

基本構想にもとづく、温泉街全体の空間構成、動線、拠点配

置、具体的な整備内容、事業手法、段階的整備計画の整理を行

う。 

官民の役割分担 
マスタープラン等に基づき、各施策・事業ごとに行政と民間の

役割、費用負担、実施主体を明確化する。 

推進体制の構築・準備 

意思決定機関となる湯谷温泉みらい想像委員会(仮)、温泉街全

体の取組の実働部隊となるまちづくり組織の推進体制を構築す

る。 

実証・改善の継続 
活性化に向けた取組の効果検証、継続施策の選定、事業スキー

ムの整理を行う。 

 

【鳳来ゆ～ゆ～ありいな】 

 

【加温配湯施設】 

 

項目 内容 

利用実態・コスト分析 
利用状況、稼働率、維持管理費等を詳細に整理し、施設運営の

課題を明確化する。 

施設の役割・方針の詳細検討 
利用実態・コスト分析から施設の位置づけを整理し、今後の方

向性（継続・機能再編・規模見直し等）を明確化する。 

方針決定 
指定管理期間満了を見据え、施設の在り方および今後の運営方

針を確定する。 

資金計画・財源検討 改修費・運営費を踏まえた現実的な資金計画の組立を行う。 

合意形成 地域・関係者と協議し、方針案を調整する。 

改修等、方針の実施 
決定した方針に基づき、運営の見直しや必要な改修等を段階的

に実施する。 

項目 内容 

利用実態・劣化度の把握 
利用状況、維持管理費、配湯管の劣化状況や敷設ルート、民地

通過の有無、占用・使用許可等の権利関係を整理する。 

適切な配湯方式の詳細検討・決定 
温泉街の将来像および財政状況を踏まえた適切な配湯方式を詳

細に検討し、決定する。 

実施計画・資金計画 
必要設備、更新範囲、段階的な更新等、現実的な実施計画・資

金計画の組立を行う。 

合意形成 地域・関係者と協議し、方針案を調整する。 

方針の実施 決定した方針に基づき、必要な改修等を段階的に実施する。 
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9. 参考資料 

次頁以降に、本業務を進めるにあたり作成した資料及び入手した参考資料を添付する。 

 

(1) 第 1回湯谷温泉みらいデザイン会議資料 
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(2) 第 1.5 回湯谷温泉みらいデザイン会議資料 
 

 
  



9-12 

 

 

 
  



9-13 

 

 

 
  



9-14 

 

 

 
  



9-15



7-4 

 

 

 

 
 

 

 



7-5 

 

 

施設劣化状況 

同施設は、令和3年8月24日～令和3年9月17日の実施期間で、次の項目について施設劣化度

調査が実施されている。(「鳳来ゆ～ゆ～ありいな施設劣化度調査等業務 令和3年12月」よ

り) 

a） 建築  （外装・内装・建具・外構） 

b） 電気設備 

c） 機械設備（衛生設備・空調設備） 

 

調査結果によれば、外壁部、金属屋根等において相当の劣化が進んでおり、外構において

もインターンロッキング等について、沈下が見受けられる。また、プール屋根部分の木架構

部材については、今後詳細調査（2次調査）を行なうことが必要との報告が上がっている。 

更には、電気設備においても著しい錆の発生や、内部へ雨水侵入が報告され、危険な状態

とのこと。配線配管の絶縁性能低下や非常用照明では全てのバッテリー切れが生じている。

その他機器についても経年劣化や機能不全が報告され、建設当時から使用が継続している機

器類は現時点で稼働はしているものの、経年劣化の錆・腐食が見られる。 
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(3) 第 2回湯谷温泉みらいデザイン会議資料 
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